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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている拡張現実コンテンツを表示するための所
定のトリガ情報を認識するトリガ認識部と、
　前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び前記トリ
ガ認識部が認識した前記所定のトリガ情報に対応した、拡張現実情報が含まれるコンテン
ツを取得するコンテンツ取得部と、
を備え、
　前記コンテンツ取得部は、前記トリガ情報に関連する少なくとも１つの他のトリガ情報
が前記所定のトリガ情報に存在する場合、前記トリガ情報に対応する前記拡張現実情報と
前記少なくとも１つの他のトリガ情報とを含む前記コンテンツを取得する、情報処理装置
。
【請求項２】
　前記コンテンツ取得部は、前記過去のコンテンツの取得状況として前記所定のトリガ情
報の撮像に基づいて取得されたコンテンツの履歴を用いてコンテンツを取得する、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記コンテンツ取得部は、前記所定のトリガ情報の撮像に基づくコンテンツに関連する
コンテンツが既に取得されているか否かに応じて、取得するコンテンツを変化させる、請
求項２に記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記コンテンツ取得部は、過去に同一のトリガ情報が撮像されていたか否かに応じて、
取得するコンテンツを変化させる、請求項２または３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記コンテンツ取得部は、同一のトリガ情報の過去の撮像回数に応じて、取得するコン
テンツを変化させる、請求項２～４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された時点の状況として前記撮像画像が
撮像された環境に関する情報を用いてコンテンツを取得する、請求項１～５のいずれかに
記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された環境に関する情報として前記撮像
画像が撮像された日時の情報を用いてコンテンツを取得する、請求項６に記載の情報処理
装置。
【請求項８】
　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された環境に関する情報として前記撮像
画像が撮像された場所の情報を用いてコンテンツを取得する、請求項６または７に記載の
情報処理装置。
【請求項９】
　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された時点の状況として前記撮像画像を
取得したユーザの属性を用いてコンテンツを取得する、請求項１～８のいずれかに記載の
情報処理装置。
【請求項１０】
　撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている拡張現実コンテンツを表示するための所
定のトリガ情報を認識するトリガ認識ステップと、
　前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び前記トリ
ガ認識ステップで認識された前記所定のトリガ情報に対応した、拡張現実情報が含まれる
コンテンツを取得するコンテンツ取得ステップと、
を備え、
　前記コンテンツ取得ステップでは、前記トリガ情報に関連する少なくとも１つの他のト
リガ情報が前記所定のトリガ情報に存在する場合、前記トリガ情報に対応する前記拡張現
実情報と前記少なくとも１つの他のトリガ情報とを含む前記コンテンツが取得される、プ
ロセッサによるコンテンツ提供方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている拡張現実コンテンツを表示するための所
定のトリガ情報を認識するトリガ認識ステップと、
　前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び前記トリ
ガ認識ステップで認識された前記所定のトリガ情報に対応した、拡張現実情報が含まれる
コンテンツを取得するコンテンツ取得ステップと、
を実行させ、
　前記コンテンツ取得ステップでは、前記トリガ情報に関連する少なくとも１つの他のト
リガ情報が前記所定のトリガ情報に存在する場合、前記トリガ情報に対応する前記拡張現
実情報と前記少なくとも１つの他のトリガ情報とを含む前記コンテンツが取得される、コ
ンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、コンテンツ提供方法及びコンピュータプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、画像認識技術が高度化し、カメラからの入力画像に映る物体の位置や姿勢を画像
特徴量のマッチングによって認識することが可能となっている。このような物体認識の応
用例の１つは、拡張現実（ＡＲ：Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）アプリケーショ
ンである（例えば特許文献１等参照）。ＡＲアプリケーションでは、実世界に存在する建
物、道路又はその他の物体を映した画像内で、様々な情報（例えば、広告情報、ナビゲー
ション情報又はゲームのための情報など）が物体に重畳して表示され得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１５５６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザがＡＲアプリケーションを利用するには、実世界に存在する建物、道路又はその
他の物体をカメラで映すという行動が必要になる。しかしカメラで映すという行動はユー
ザにとって負担であり、またＡＲアプリケーションの利用により表示される情報が常に同
じものであれば、ユーザはＡＲアプリケーションを使うことを面倒に感じてしまい、ＡＲ
アプリケーションを利用しなくなってしまう。
【０００５】
　そこで本開示は、ユーザにＡＲアプリケーションの利用を促進させることが可能な、新
規かつ改良された情報処理装置、コンテンツ提供方法及びコンピュータプログラムを提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている所定のトリガ情報を認
識するトリガ認識部と、前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取
得状況、及び前記トリガ認識部が認識した前記所定のトリガ情報に対応した、拡張現実情
報が含まれるコンテンツを取得するコンテンツ取得部と、を備える、情報処理装置が提供
される。
【０００７】
　また本開示によれば、撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている所定のトリガ情報
を認識するトリガ認識ステップと、前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコン
テンツの取得状況、及び前記トリガ認識部が認識した前記所定のトリガ情報に対応した、
拡張現実情報が含まれるコンテンツを取得するコンテンツ取得ステップと、を備える、コ
ンテンツ提供方法が提供される。
【０００８】
　また本開示によれば、コンピュータに、撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている
所定のトリガ情報を認識するトリガ認識ステップと、前記撮像画像が撮像された時点の状
況又は過去のコンテンツの取得状況、及び前記トリガ認識部が認識した前記所定のトリガ
情報に対応した、拡張現実情報が含まれるコンテンツを取得するコンテンツ取得ステップ
と、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザにＡＲアプリケーションの利用を促進させ
ることが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、コンテンツ提供方法及びコンピュー
タプログラムを提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】本開示の一実施形態に係るＡＲアプリケーションが用いられたシステムの概要を
示す説明図である。
【図２】本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００の機能構成例を示す説明図である。
【図３】本開示の一実施形態に係る携帯端末２００の機能構成例を示す説明図である。
【図４】本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００及び携帯端末２００の動作例を示す
説明図である。
【図５】ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６で管理されるデータの例を示す説明
図である。
【図６】トリガ情報に関連付けられる、ユニット化された情報の例を示す説明図である。
【図７】複数のトリガ情報をユニット化して管理する場合の例を示す説明図である。
【図８】表示部２１２に表示される画面の例を示す説明図である。
【図９】表示部２１２に表示される画面の例を示す説明図である。
【図１０】複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図１１】複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図１２】複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図１３】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図１４】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図１５】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図１６】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図１７】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図１８】複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図１９】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図２０】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図２１】複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図２２】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図２３】同一のトリガで連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図２４】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図２５】異なる種類のトリガで連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図２６】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【図２７】異なる種類のトリガで連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。
【図２８】サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１２】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　＜１．本開示の一実施形態＞
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　［システムの概要］
　［サーバ装置の機能構成例］
　［携帯端末の機能構成例］
　［サーバ装置及び携帯端末の動作例］
　［携帯端末の表示画面例］
　＜２．まとめ＞
【００１３】
　＜１．本開示の一実施形態＞
　［システムの概要］
　まず、図面を参照しながら本開示の一実施形態に係るＡＲアプリケーションが用いられ
たシステムの概要を説明する。図１は、本開示の一実施形態に係るＡＲアプリケーション
が用いられたシステムの概要を示す説明図である。以下、図１を用いて本開示の一実施形
態に係るＡＲアプリケーションが用いられたシステムの概要について説明する。
【００１４】
　図１には、スマートフォン（多機能携帯電話）、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｅｒ）、ゲーム端末又は携帯型音楽プレーヤ、ウェアラブルディスプレイ等からなる携
帯端末２００でＡＲアプリケーションが実行される様子を模式的に示した図面が示されて
いる。図１では、ＡＲアプリケーションが実行されている携帯端末２００が、ＡＲコンテ
ンツＡＲを表示させるためのトリガＴＧをカメラ等の撮像装置で撮像している状態が示さ
れている。図１に示した例では、ＡＲコンテンツを表示させるためのトリガＴＧは、壁に
貼られているポスターである。
【００１５】
　携帯端末２００が撮像した画像は、例えば図１には図示されていないサーバ装置に送ら
れ、サーバ装置で画像解析される。サーバ装置での画像解析によってトリガＴＧが認識さ
れると、トリガＴＧに対応するＡＲコンテンツＡＲがサーバ装置から携帯端末２００に提
供される。
【００１６】
　このように、通常のＡＲアプリケーションは、実世界に存在する物体が撮像されること
により、その物体に対応する様々なＡＲコンテンツを、撮像画像中の物体に重畳して表示
するものである。しかし、単に撮像された物体に対応するＡＲコンテンツを表示させるだ
けでは、ユーザはどのようなＡＲコンテンツが表示されるのかが容易に想像できてしまう
。どのようなＡＲコンテンツが表示されるのかが容易に想像できてしまうことは、ユーザ
によるＡＲアプリケーションの利用頻度の低下に繋がってしまう。
【００１７】
　そこで本開示の一実施形態では、撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテン
ツの取得状況、及び撮像されるトリガ情報に対応した、ＡＲコンテンツ情報が含まれるコ
ンテンツを携帯端末２００に提供する技術を開示して説明する。
【００１８】
　以上、図１を用いて本開示の一実施形態に係るＡＲアプリケーションが用いられたシス
テムの概要について説明した。次に、本開示の一実施形態に係るサーバ装置の機能構成例
について説明する。
【００１９】
　［サーバ装置の機能構成例］
　図２は、本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００の機能構成例を示す説明図である
。以下、図２を用いて本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００の機能構成例について
説明する。
【００２０】
　図２に示したように、本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００は、トリガ認識部１
０２と、ＡＲコンテンツ表示制御部１０４と、ＡＲコンテンツ情報管理データベース（Ｄ
Ｂ）１０６と、データ制御部１０８と、ＥＣＧ表示制御部１１０と、ＥＣＧコンテンツ情
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報管理データベース１１２と、関連付けエンジン部１１４と、ログ管理データベース１１
６と、ポイント管理データベース１１８と、を含んで構成される。
【００２１】
　なお、ＥＣＧとはＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｇｕｉｄｅの略である。本
実施形態では、ＥＣＧは、あるコンテンツに関連するコンテンツのことを言い、特に、携
帯端末２００で撮像された画像に含まれるトリガ情報に関連するコンテンツのことを言う
。
【００２２】
　トリガ認識部１０２は、携帯端末２００で撮像された画像に、ＡＲコンテンツを表示さ
せるためのトリガ情報が存在しているかどうか認識する。トリガ認識部１０２は、例えば
予め設定されたトリガ情報と一致するものが携帯端末２００で撮像された画像に含まれて
いるかどうかで、トリガ情報の存在を認識する。トリガ認識部１０２は、様々な画像認識
技術の中から適切なものを用いて、携帯端末２００で撮像された画像にトリガ情報が存在
しているかどうかを認識し得る。
【００２３】
　ＡＲコンテンツ表示制御部１０４は、トリガ認識部１０２が認識したトリガ情報に対応
するＡＲコンテンツを、ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６から取得する。ＡＲ
コンテンツ表示制御部１０４は、ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６から取得し
たＡＲコンテンツを携帯端末２００に提供する。またＡＲコンテンツ表示制御部１０４は
、トリガ認識部１０２が認識したトリガ情報に対応するトリガＩＤを携帯端末２００に提
供する。
【００２４】
　ここでＡＲコンテンツ表示制御部１０４は、携帯端末２００の位置情報、時間情報その
他の条件情報を用いて、ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６から取得するＡＲコ
ンテンツを決定する。またＡＲコンテンツ表示制御部１０４は、トリガ認識部１０２が認
識したトリガ情報に対応するＡＲコンテンツを取得する際に、過去のコンテンツの取得状
況に応じて、ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６から取得するＡＲコンテンツを
決定する。ＡＲコンテンツ表示制御部１０４がどのようなＡＲコンテンツを取得するかに
ついては、後に詳述する。
【００２５】
　またＡＲコンテンツ表示制御部１０４は、携帯端末２００を使用するユーザの属性（例
えば、年齢や年代、性別、住所等）の情報を用いて、ＡＲコンテンツ情報管理データベー
ス１０６から取得するＡＲコンテンツを決定し得る。ＡＲコンテンツ表示制御部１０４は
、携帯端末２００を使用するユーザの属性を用いてＡＲコンテンツ情報管理データベース
１０６から取得するＡＲコンテンツを決定することで、携帯端末２００のユーザの属性に
適合するＡＲコンテンツを携帯端末２００に提供することが出来る。
【００２６】
　ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６は、携帯端末２００で撮像された画像に重
畳されるＡＲコンテンツに関する情報が管理されているデータベースである。
【００２７】
　データ制御部１０８は、後述するＥＣＧ表示制御部１１０が、ＥＣＧコンテンツ情報管
理データベース１１２から取得するＥＣＧコンテンツに対するデータ制御を実行する。デ
ータ制御部１０８は、ログ管理データベース１１６で管理されるログを参照し、ＥＣＧコ
ンテンツに対するデータ制御を実行する。データ制御部１０８が実行するデータ制御は、
例えばＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１２から取得されたＥＣＧコンテンツに
対するフィルタリングや、ＡＲアプリケーションに連動するＳＮＳサービスその他のサー
ビスとの連携処理であってもよい。
【００２８】
　ＥＣＧ表示制御部１１０は、トリガ認識部１０２が認識したトリガ情報に対応するＥＣ
ＧコンテンツをＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１２から取得し、携帯端末２０
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０に提供する。ＥＣＧ表示制御部１１０は、ＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１
２からＥＣＧコンテンツを取得する際に、ＡＲコンテンツ表示制御部１０４が携帯端末２
００に提供したトリガＩＤを用いる。またＥＣＧ表示制御部１１０は、ＥＣＧコンテンツ
情報管理データベース１１２からＥＣＧコンテンツを取得する際に、携帯端末２００の位
置情報、日時情報その他の環境情報を用いてもよい。ＥＣＧ表示制御部１１０は、例えば
、ＨＴＭＬの生成や、ＡＰＩによるデータの提供等によって、携帯端末２００へのＥＣＧ
コンテンツの提供を行う。
【００２９】
　ＥＣＧ表示制御部１１０は、携帯端末２００を使用するユーザの属性（例えば、年齢や
年代、性別、住所等）の情報を用いて、ＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１２か
ら取得するＥＣＧコンテンツを決定し得る。ＥＣＧ表示制御部１１０は、携帯端末２００
を使用するユーザの属性を用いてＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１２から取得
するＥＣＧコンテンツを決定することで、携帯端末２００のユーザの属性に適合するＥＣ
Ｇコンテンツを携帯端末２００に提供することが出来る。
【００３０】
　ＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１２は、ＥＣＧコンテンツを管理するデータ
ベースである。トリガ認識部１０２が認識したトリガ情報に対応するＥＣＧコンテンツが
、ＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１２からＥＣＧ表示制御部１１０によって読
み出され、携帯端末２００に提供される。
【００３１】
　関連付けエンジン部１１４は、ＥＣＧコンテンツ情報管理データベース１１２に格納さ
れているＥＣＧコンテンツを関連付けて、ＥＣＧコンテンツをユニット化する。ユニット
化されたＥＣＧコンテンツについては後に詳述する。ＥＣＧ表示制御部１１０は、ＥＣＧ
コンテンツ情報管理データベース１１２に格納されている、ユニット化されたＥＣＧコン
テンツを取得し、携帯端末２００に提供してもよい。
【００３２】
　ログ管理データベース１１６は、ＥＣＧ表示制御部１１０が携帯端末２００に提供した
ＥＣＧコンテンツの内容や、携帯端末２００で選択されたＥＣＧコンテンツの内容のログ
を管理するデータベースである。ポイント管理データベース１１８は、ＡＲアプリケーシ
ョンで使用されるポイントに関するデータを管理するデータベースである。
【００３３】
　図２に示したＡＲコンテンツ表示制御部１０４及びＥＣＧ表示制御部１１０は、本開示
のコンテンツ取得部の一例として機能し得る。すなわち、ＡＲコンテンツ表示制御部１０
４及びＥＣＧ表示制御部１１０は、携帯端末２００で撮像された撮像画像が、携帯端末２
００で撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及びトリガ認識部１０２
が認識したトリガ情報に対応した、ＡＲコンテンツが含まれるコンテンツを取得するよう
動作し得る。
 
【００３４】
　本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００は、図２に示したような構成を有すること
で、撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び撮像される
トリガ情報に対応した、ＡＲコンテンツ情報が含まれるコンテンツを携帯端末２００に提
供することが出来る。
【００３５】
　以上、図２を用いて本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００の機能構成例について
説明した。次に、本開示の一実施形態に係る携帯端末２００の機能構成例について説明す
る。
【００３６】
　［携帯端末の機能構成例］
　図３は、本開示の一実施形態に係る携帯端末２００の機能構成例を示す説明図である。
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以下、図３を用いて本開示の一実施形態に係る携帯端末２００の機能構成例について説明
する。
【００３７】
　図３に示したように、本開示の一実施形態に係る携帯端末２００は、撮像部２０２と、
データ通信部２０４と、位置情報取得部２０６と、表示制御部２０８と、操作部２１０と
、表示部２１２と、を含んで構成される。
【００３８】
　撮像部２０２は、レンズや、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）
又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒ）その他の撮像素子を有するカメラモジュールである。撮像部２０２は、実
空間を撮像することにより一連の入力画像を生成する。撮像部２０２により生成される入
力画像は、ＡＲアプリケーションの提供のために利用されることに加えて、ユーザ位置の
推定及び入力画像に映る物体の位置の推定などの目的で利用され得る。撮像部２０２は、
携帯端末２００とは別体に構成され、ＡＲアプリケーションの提供の際に携帯端末２００
と接続されるようにしてもよい。
【００３９】
　データ通信部２０４は、携帯端末２００が他の装置（例えばサーバ装置１００）と通信
するための通信インタフェースである。データ通信部２０４は、撮像部２０２で撮像され
た画像をサーバ装置１００に送信する。そしてデータ通信部２０４は、サーバ装置１００
から送信されるＡＲコンテンツやＥＣＧコンテンツを受信し、表示制御部２０８に提供す
る。
【００４０】
　位置情報取得部２０６は、携帯端末２００の位置を測定するモジュールである。位置情
報取得部２０６は、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）信号を受信して携帯端末２００の緯度、経度及び高度を測定するＧＰＳモジュール
であってよい。位置情報取得部２０６は、ＧＰＳモジュールの替わりに、無線アクセスポ
イントから受信される無線信号の強度に基づいて携帯端末２００の位置を測定する測位モ
ジュールであってもよい。位置情報取得部２０６が測位した携帯端末２００の位置の情報
は、データ通信部２０４によってサーバ装置１００へ送信され得る。
 
【００４１】
　表示制御部２０８は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）又
はＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）などで構成され、表示
部２１２への情報の表示を制御する。
【００４２】
　操作部２１０は、携帯端末２００のユーザが携帯端末２００を操作し又は携帯端末２０
０へ情報を入力するために使用される。操作部２１０は、例えば、キーパッド、ボタン、
スイッチ又はタッチパネルなどを含み得る。
【００４３】
　表示部２１２は、ＡＲアプリケーションにより生成され実空間に重畳される仮想オブジ
ェクトを表示する画面を有する表示モジュールである。表示部２１２の画面は、シースル
ー型であってもよく、非シースルー型であってもよい。また、表示部２１２は、携帯端末
２００とは別体に構成され、ＡＲアプリケーションの提供の際に携帯端末２００と接続さ
れるようにしてもよい。
【００４４】
　以上、図３を用いて携帯端末２００の機能構成例について説明した。次に、本開示の一
実施形態に係るサーバ装置１００及び携帯端末２００の動作例について説明する。
【００４５】
　［サーバ装置及び携帯端末の動作例］
　図４は、本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００及び携帯端末２００の動作例を示
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す説明図である。図４に示した流れ図は、携帯端末２００で実空間の画像を撮像し、サー
バ装置１００で、その画像に重畳させるＡＲコンテンツ、及びトリガ情報に関連するＥＣ
Ｇコンテンツを取得して携帯端末２００に提供する際の動作例である。以下、図４を用い
て本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００及び携帯端末２００の動作例について説明
する。
【００４６】
　まず携帯端末２００は、ＡＲコンテンツ及びＥＣＧコンテンツをサーバ装置１００から
得るために、ユーザの操作に応じてＡＲコンテンツの表示の契機となるトリガ（マーカー
）を撮像する（ステップＳ１０１）。携帯端末２００でのトリガ（マーカー）の撮像は撮
像部２０２によって行われる。このＡＲコンテンツの表示の契機となるトリガ（マーカー
）としては、例えばポスター、カタログ、パンフレット、雑誌記事、新聞記事、チラシ、
カードゲームのカード、商品ラベル等であってもよい。
【００４７】
　上記ステップＳ１０１で、ＡＲコンテンツの表示の契機となるトリガ（マーカー）を撮
像すると、続いて携帯端末２００は、上記ステップＳ１０１で撮像した画像をサーバ装置
１００に送信する（ステップＳ１０２）。携帯端末２００は、このステップＳ１０２の画
像の送信時に、携帯端末２００の位置情報、時間情報その他の条件情報をサーバ装置１０
０に併せて送信しても良い。
【００４８】
　上記ステップＳ１０２で、携帯端末２００が撮像した画像がサーバ装置１００に送信さ
れると、続いてサーバ装置１００は、携帯端末２００から渡された画像から、画像に含ま
れるトリガを認識する（ステップＳ１０３）。このステップＳ１０３のトリガの認識は、
トリガ認識部１０２が実行する。なお以下については、携帯端末２００から渡された画像
にトリガが含まれていることを前提に説明する。
【００４９】
　上記ステップＳ１０３で、携帯端末２００から渡された画像からトリガを認識してトリ
ガ情報を得ると、続いてサーバ装置１００は、上記ステップＳ１０３で得たトリガ情報に
、連動トリガが存在するかどうか判定する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０３で得
たトリガ情報に連動トリガが存在するかどうかの判定は、例えば、ＡＲコンテンツ表示制
御部１０４がＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６を参照することで行われても良
い。
【００５０】
　図５は、ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６で管理されるデータの例を示す説
明図である。例えば携帯端末２００でトリガＡが撮像されたことをトリガ認識部１０２が
認識すると、ＡＲコンテンツ表示制御部１０４は、そのトリガＡに対応するデータをＡＲ
コンテンツ情報管理データベース１０６から取得する。
【００５１】
　図５には、ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６で管理されるデータとして、ト
リガＩＤ、トリガのタイプ、トリガのカテゴリ、トリガのタイトル、トリガのジャンル、
トリガの地域、トリガの期間が示されている。これらのデータは、後述のＥＣＧコンテン
ツの取得及びフィルタリングの際に用いられる。
【００５２】
　図５に示したように、ＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６で管理されるデータ
には、地域や期間の情報が含まれていても良い。地域や期間の情報が管理されることで、
例えば、トリガが特定の地域において、及び／または特定の期間内に携帯端末２００で撮
像された場合にのみ、サーバ装置１００は、ＡＲコンテンツを携帯端末２００に提供する
ように制御し得る。
【００５３】
　図６は、トリガ情報に関連付けられる、ユニット化された情報の例を示す説明図である
。例えば図６のように、トリガ情報Ａにはユニット化されたＡＲ情報とＥＣＧ情報とが関
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連付けられているとする。トリガ情報Ａに関連付けられているユニット化されたＡＲ情報
には、図６のように３つのＡＲ情報が含まれ得る。トリガの認識時の条件により、図６に
示した３つのＡＲ情報の中からいずれかのＡＲ情報が選択され得る。
【００５４】
　またトリガ情報Ａに関連付けられているユニット化されたＥＣＧ情報には、図６のよう
に３つのコンテンツ情報と、１つのトリガ情報とが含まれ得る。トリガの認識時の条件に
より、図６に示した３つのコンテンツ情報の中から少なくともいずれかのコンテンツ情報
が選択され得る。そして図６に示したように、コンテンツ情報はさらに別のコンテンツ情
報やトリガ情報と関連付けられ得る。このような関連付けは、例えば図２に示した関連付
けエンジン部１１４によって行われ得る。
【００５５】
　また、図６に示したように、他のトリガ情報も関連するコンテンツ情報として扱われ得
る。すなわち、トリガがいずれもポスターである場合、あるポスターから別のポスターを
紹介するようなＥＣＧの提供が可能になる。
【００５６】
　サーバ装置１００は、あるトリガに関連する複数のトリガをユニット化して管理しても
良い。図７は、複数のトリガをユニット化して管理する場合の例を示す説明図である。図
７には、トリガＡに関連するトリガとしてトリガＢ、Ｃ、Ｄの情報がユニット化して管理
され、トリガＢに関連するトリガとしてトリガＥ、Ｆ、Ｇの情報がユニット化して管理さ
れている様子が図示されている。このような関連付けは、例えば図２に示した関連付けエ
ンジン部１１４によって行われ得る。
【００５７】
　上記ステップＳ１０４の判定の結果、上記ステップＳ１０３で得たトリガ情報に、連動
トリガが存在すると判定すると、続いてサーバ装置１００は、携帯端末２００でＡＲアプ
リケーションを使用しているユーザには連動トリガの利用履歴が存在するかどうかを判定
する（ステップＳ１０５）。連動トリガの利用履歴が存在するかどうかの判定は、例えば
、ＡＲコンテンツ表示制御部１０４がログ管理データベース１１６を参照することで行わ
れても良い。
【００５８】
　上記ステップＳ１０５の判定の結果、携帯端末２００でＡＲアプリケーションを使用し
ているユーザには連動トリガの利用履歴が存在していると判定すると、続いてサーバ装置
１００は、上記ステップＳ１０３で認識したトリガ及び連動トリガの利用履歴に対応する
ＡＲコンテンツ、ＥＣＧコンテンツ及びポイント情報を携帯端末２００に渡す（ステップ
Ｓ１０６）。サーバ装置１００は、ＡＲコンテンツの取得はＡＲコンテンツ表示制御部１
０４で、ＥＣＧコンテンツ及びポイント情報の取得はＥＣＧ表示制御部１１０で、それぞ
れ実行するよう動作する。
【００５９】
　一方、上記ステップＳ１０４の判定の結果、上記ステップＳ１０３で得たトリガ情報に
、連動トリガが存在しないと判定すると、または、上記ステップＳ１０５の判定の結果、
携帯端末２００でＡＲアプリケーションを使用しているユーザには連動トリガの利用履歴
が存在しないと判定すると、続いてサーバ装置１００は、上記ステップＳ１０３で認識し
たトリガに対応するＡＲコンテンツ、ＥＣＧコンテンツ及びポイント情報を携帯端末２０
０に渡す（ステップＳ１０７）。
【００６０】
　サーバ装置１００は、携帯端末２００に提供するＥＣＧコンテンツを取得する際に、Ａ
Ｒコンテンツ情報管理データベース１０６から取得したデータ、ユーザの過去のトリガの
撮像履歴、ＥＣＧコンテンツの利用履歴を用いて、ＥＣＧコンテンツのフィルタリングを
行い得る。
【００６１】
　上記ステップＳ１０６またはステップＳ１０７でサーバ装置１００が携帯端末２００に
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ＡＲコンテンツ、ＥＣＧコンテンツ及びポイント情報を渡すと、携帯端末２００は、サー
バ装置１００から渡されたＡＲコンテンツ、ＥＣＧコンテンツ及びポイント情報を表示部
２１２に表示する（ステップＳ１０８）。携帯端末２００のユーザは、携帯端末２００が
表示部２１２に表示したＡＲコンテンツ、ＥＣＧコンテンツ及びポイント情報を閲覧し、
表示されたＥＣＧコンテンツを利用することができる。
【００６２】
　図８は、本開示の一実施形態に係る携帯端末２００の表示部２１２に表示される画面の
例を示す説明図である。図８には、ＡＲコンテンツを表示するためのトリガであるトリガ
ＴＲ１と、トリガＴＲ１の撮像によって表示されるＡＲコンテンツＡＲ１と、トリガＴＲ
１の撮像によって表示されるユニット化されたＥＣＧコンテンツＥＣＧ１と、が表示部２
１２に表示されている状態が図示されている。図８に示した例では、トリガＴＲ１はポス
ターであり、ＡＲコンテンツＡＲ１は人物である。ＡＲコンテンツとして表示される物に
は、例えばキャラクタ、人物、物体、動画像、静止画像、テキスト、等が含まれ得る。
【００６３】
　また図８には、ＥＣＧコンテンツＥＣＧ１として４つのコンテンツ情報が表示されてい
る例が示されている。各コンテンツ情報は、そのコンテンツの情報のジャンルを示すアイ
コン２２１と、そのコンテンツのサムネイル画像２２２と、で構成される。コンテンツの
情報のジャンルには、例えばグルメ、レジャー、自然、特産物、人物、ショッピング、等
が含まれ得る。
【００６４】
　携帯端末２００は、ＥＣＧコンテンツＥＣＧ１として表示しているコンテンツ情報をユ
ーザに選択させることで、そのコンテンツ情報に対応するコンテンツを表示部２１２に表
示させることができる。
【００６５】
　携帯端末２００がトリガＴＲ１を撮像した時の条件が特定の条件に合致した場合に携帯
端末２００に表示されるＥＣＧコンテンツの例を示す。図９は、本開示の一実施形態に係
る携帯端末２００の表示部２１２に表示される画面の例を示す説明図である。図９には、
ＡＲコンテンツを表示するためのトリガであるトリガＴＲ１と、トリガＴＲ１の撮像によ
って表示されるＡＲコンテンツＡＲ１と、トリガＴＲ１の撮像によって表示されるユニッ
ト化されたＥＣＧコンテンツＥＣＧ１と、が表示部２１２に表示されている状態が図示さ
れている。
【００６６】
　そして図９には、ＥＣＧコンテンツＥＣＧ１として４つのコンテンツ情報が表示されて
いる例が示されている。また図９には特定の時間帯に携帯端末２００がトリガＴＲ１を撮
像したことにより、サムネイルに重畳されて表示される情報２２３ａ及び特定の場所で携
帯端末２００がトリガＴＲ１を撮像したことによりサムネイルに重畳されて表示される情
報２２３ｂが示されている。
【００６７】
　このようにサーバ装置１００は、携帯端末２００でのトリガＴＲ１の撮像時の条件が特
定の条件を満たした場合にのみ提供可能なＥＣＧコンテンツを、携帯端末２００に提供す
ることができる。
【００６８】
　携帯端末２００は、ＡＲコンテンツ、ＥＣＧコンテンツ及びポイント情報を表示部２１
２に表示すると、続いてＡＲコンテンツ及びＥＣＧコンテンツの閲覧・利用ログをサーバ
装置１００に渡す（ステップＳ１０９）。サーバ装置１００は、携帯端末２００から渡さ
れたＡＲコンテンツ及びＥＣＧコンテンツの閲覧・利用ログ、及び、ＡＲアプリケーショ
ンの使用により発生したポイント情報を記録する（ステップＳ１１０）。閲覧・利用ログ
についてはログ管理データベース１１６で管理され、ポイント情報についてはポイント管
理データベース１１８で管理される。
【００６９】
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　本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００及び携帯端末２００は、図４に示したよう
な動作を実行することで、撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得
状況及び撮像されるトリガ情報に対応したＡＲコンテンツ情報が含まれるコンテンツの、
サーバ装置１００から携帯端末２００への提供が可能になる。
【００７０】
　携帯端末２００でＡＲコンテンツを表示させるためのトリガには、他のトリガとの連動
性を持たせることが可能になる。複数のトリガ間で連動性を持たせることで、サーバ装置
１００は、携帯端末２００による同じトリガの撮像であっても、過去の撮像履歴に基づい
て、携帯端末２００へ提供するＡＲコンテンツを変化させることができる。
【００７１】
　図１０は、複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図１０に
は、トリガとして５つのポスターが図示されている。ポスターＡ、Ｂ、Ｃは連動があり、
ポスターＣ、Ｅは連動があり、ポスターＤはどのポスターとも連動していないことを、予
めＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６に登録しておく。
【００７２】
　ポスターＡ、Ｂ、Ｃが連動している場合に、順不同に３つのポスターが撮像された時に
連動条件を満たすとＡＲコンテンツ情報管理データベース１０６に登録されていてもよく
、特定の順序で撮像された場合に限って連動条件を満たすとＡＲコンテンツ情報管理デー
タベース１０６に登録されていてもよい。またサーバ装置１００は、携帯端末２００によ
るトリガの撮像が連動条件を満たした場合の特典として、ＡＲコンテンツの追加、特別な
ＥＣＧコンテンツの提供、ボーナスポイントの提供等を行い得る。
【００７３】
　ボーナスポイントの提供の例として、例えばポスターＡ、Ｂ、Ｃが連動している場合で
説明する。サーバ装置１００は、１枚撮像する度に１０ポイントを携帯端末２００に提供
する場合に、２枚目の撮像時にボーナスポイントとして通常の１０ポイントに加えて３０
ポイントのボーナスポイントを携帯端末２００に提供し得る。またサーバ装置１００は、
３枚目の撮像時にボーナスポイントとして通常の１０ポイントに加えて５０ポイントのボ
ーナスポイントを、携帯端末２００に提供し得る。
【００７４】
　ボーナスポイントの提供の例として、例えばポスターＡ、Ｂ、Ｃが連動している場合で
説明する。ポスターＡが掲示される場所とポスターＢが掲示される場所との間の距離に応
じて、サーバ装置１００は、ボーナスポイントを携帯端末２００に提供し得る。
【００７５】
　図１０では、複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例として複数のポスターを示し
たが、位置的な連動性の他に時間的な連動性を持たせても良い。例えば、トリガとして雑
誌に掲載される広告が用いられる場合を例示する。最初の広告は１０月号に掲載され、次
の広告は１１月号に掲載される場合に、サーバ装置１００は、この２つの広告を順に撮像
した場合に、携帯端末２００に特典を提供し得る。この場合に、携帯端末２００が、１０
月号に掲載される広告を１１月号の発売日までに撮像してＡＲコンテンツを取得した場合
に限り、サーバ装置１００は、携帯端末２００での１１月号に掲載される広告の撮像時に
携帯端末２００に特典を提供し得る。このように複数のトリガ間で時間的な連動性を持た
せることで、携帯端末２００のユーザに対して雑誌を継続して購入させて、その雑誌に掲
載された広告を撮像するというモチベーションの向上効果が期待できる。
【００７６】
　複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の別の例を示す。図１１は、複数のトリガ間で
連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図１１には、トリガとしてポスターＡ、
Ｂが図示されている。携帯端末２００がポスターＡを撮像すると、サーバ装置１００は携
帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡを提供し、ポスターＢを撮像すると、
サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＢを提供する。
【００７７】
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　携帯端末２００のユーザが、それぞれ単独でポスターＡ、Ｂの撮像によってＡＲサービ
スを利用した場合は、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてそれぞ
れキャラクタＡ、Ｂのみを提供する。しかし、携帯端末２００がポスターＡを撮像し、サ
ーバ装置１００が携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡを提供した後に、
携帯端末２００がポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００は、携帯端末２００にＡＲ
コンテンツとしてキャラクタＢに加えてキャラクタＡも提供する。つまり、携帯端末２０
０のユーザは、ポスターＡの撮像によってサーバ装置１００から提供されたキャラクタＡ
を、ポスターＢの撮像時に連れて行けることが可能になる。
【００７８】
　なお、ポスターＡ、Ｂの撮像順は順不同であってもよく、特定の順序に限定されても良
い。例えば、ポスターＡを撮像した後にポスターＢを撮像した場合に限って、サーバ装置
１００は、ポスターＢの撮像時にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡ及びキャラクタＢを
携帯端末２００に提供しても良い。そして、ポスターＢを撮像した後にポスターＡを撮像
した場合では、サーバ装置１００は、ポスターＡの撮像時にキャラクタＡのみを携帯端末
２００に提供しても良い。
【００７９】
　図１２は、複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図１２に
は、トリガとしてポスターＡ、Ｂが図示されている。携帯端末２００がポスターＡを撮像
すると、サーバ装置１００は携帯端末２００に通常ポイントとして１ポイントを提供し、
ポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００は携帯端末２００に通常ポイントとして１ポ
イントを提供する。
【００８０】
　携帯端末２００のユーザが、それぞれ単独でポスターＡ、Ｂの撮像によってＡＲサービ
スを利用した場合は、サーバ装置１００は携帯端末２００に通常ポイントのみを提供する
。しかし、携帯端末２００がポスターＡを撮像して、サーバ装置１００が通常ポイントを
提供した後に、携帯端末２００がポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００は、携帯端
末２００に通常ポイントに加えてボーナスポイントを提供する。図１２に示した例では、
携帯端末２００がポスターＡを撮像した後にポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００
は、通常ポイントの１ポイントに加えてボーナスポイントとして５ポイントを提供する。
【００８１】
　なお、ポスターＡ、Ｂの撮像順は順不同であってもよく、特定の順序に限定されても良
い。例えば、ポスターＡを撮像した後にポスターＢを撮像した場合に限って、サーバ装置
１００は、ポスターＢの撮像時にボーナスポイントとして５ポイントに提供しても良い。
そして、ポスターＢを撮像した後にポスターＡを撮像した場合では、サーバ装置１００は
、ポスターＡの撮像時に通常ポイントのみを携帯端末２００に提供しても良い。
【００８２】
　図１３及び図１４は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を
示す説明図である。図１３及び図１４は、ポスターＡであるトリガＴＲ１を初めて携帯端
末２００が撮像した場合に携帯端末２００に表示される画面を、時系列で表した図が示さ
れている。
【００８３】
　まず携帯端末２００は、サーバ装置１００からコンテンツを得るために、撮像部２０２
でトリガＴＲ１を撮像する。図１３には、撮像部２０２で撮像された画像がリアルタイム
で表示部２１２に表示されている様子が示されている。撮像部２０２で撮像された画像は
サーバ装置１００に送られ、サーバ装置１００でトリガの認識が行われる。サーバ装置１
００は、携帯端末２００がトリガＴＲ１を撮像したことを認識すると、トリガＴＲ１に対
応するＡＲコンテンツ及びＥＣＧコンテンツ、並びに携帯端末２００のユーザのポイント
情報を、携帯端末２００に提供する。
【００８４】
　図１４には、トリガＴＲ１に対応したＡＲコンテンツＡＲ１が表示部２１２に表示され
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、さらにトリガＴＲ１に対応したＥＣＧコンテンツＥＣＧ１と、携帯端末２００のユーザ
のポイント情報２２４が表示部２１２に表示された状態が示されている。なお、図１４で
はＡＲコンテンツＡＲ１の表示の後にＥＣＧコンテンツＥＣＧ１及びポイント情報２２４
が表示されている様子が図示されているが、本開示は係る例に限定されない。ＡＲコンテ
ンツＡＲ１と、ＥＣＧコンテンツＥＣＧ１及びポイント情報２２４とは、同時に表示部２
１２に表示されてもよく、またＥＣＧコンテンツＥＣＧ１及びポイント情報２２４の表示
部２１２への表示後に、ＡＲコンテンツＡＲ１が表示部２１２に表示されても良い。
【００８５】
　図１５及び図１６は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を
示す説明図である。図１５及び図１６は、ポスターＢであるトリガＴＲ２を初めて携帯端
末２００が撮像した場合に携帯端末２００に表示される画面を、時系列で表した図が示さ
れている。なお、図１５及び図１６に示すのは、ポスターＢと連動しているポスターＡが
未だ携帯端末２００で撮像されていない場合の例である。
【００８６】
　ポスターＢであるトリガＴＲ２を初めて携帯端末２００が撮像した場合は、上述のポス
ターＡであるトリガＴＲ１を初めて携帯端末２００が撮像した場合と同様の処理が行われ
る。すなわち、図１５に示したように、サーバ装置１００からコンテンツを得るために携
帯端末２００がトリガＴＲ２を撮像すると、サーバ装置１００は、携帯端末２００がトリ
ガＴＲ２を撮像したことを認識し、トリガＴＲ２に対応するＡＲコンテンツ及びＥＣＧコ
ンテンツ、並びに携帯端末２００のユーザのポイント情報を、携帯端末２００に提供する
。
【００８７】
　そして図１６に示したように、トリガＴＲ２に対応したＡＲコンテンツＡＲ２が表示部
２１２に表示され、さらにトリガＴＲ２に対応したＥＣＧコンテンツＥＣＧ２と、携帯端
末２００のユーザのポイント情報２２４が表示部２１２に表示される。
【００８８】
　図１７は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図
である。図１７に示したのは、ポスターＡとポスターＢとが連動しており、携帯端末２０
０がポスターＡを撮像してコンテンツの提供を受けた後に、携帯端末２００がポスターＢ
を撮像した場合の例である。
【００８９】
　図１７に示したように、ポスターＡとポスターＢとが連動している場合は、ポスターＡ
を撮像してコンテンツの提供を受けた履歴がある携帯端末２００がポスターＢを撮像する
と、サーバ装置１００は、ポスターＡの撮像時に携帯端末２００に提供したＡＲコンテン
ツＡＲ１と、トリガＴＲ２に対応するＡＲコンテンツＡＲ２とを、携帯端末２００に提供
する。また図１７に示したように、ポスターＡとポスターＢとが連動している場合は、ポ
スターＡを撮像してコンテンツの提供を受けた履歴がある携帯端末２００がポスターＢを
撮像すると、サーバ装置１００は、特別なＥＣＧコンテンツＥＣＧ２及びボーナスポイン
トを携帯端末２００に提供する。
【００９０】
　このようにトリガに連動性を持たせることで、サーバ装置１００は、携帯端末２００で
のトリガの撮像に応じて携帯端末２００に提供するコンテンツに変化を持たせることがで
きる。サーバ装置１００から提供されるコンテンツに変化があることで、携帯端末２００
のユーザに対し、トリガの撮像によってどのようなコンテンツが提供されるのかが楽しみ
になるので、トリガを撮像するモチベーションを上昇させることができるという効果が大
いに期待できる。
【００９１】
　図１８は、複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図１８に
は、トリガとしてポスターＡ、Ｂ、Ｃが図示されている。携帯端末２００がポスターＡを
撮像すると、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡを
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提供し、ポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツ
としてキャラクタＢを提供し、ポスターＣを撮像すると、サーバ装置１００は携帯端末２
００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＣを提供する。またサーバ装置１００は、キャラ
クタＡ、キャラクタＢ及びキャラクタＣは全員同じ県の出身であるとして登録しておく。
【００９２】
　携帯端末２００が、ポスターＡを撮像してサーバ装置１００からコンテンツの提供を受
けた後にポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００は、ＡＲコンテンツとしてキャラク
タＡ及びキャラクタＢを携帯端末２００に提供する。そして、ＡＲコンテンツとしてキャ
ラクタＡ及びキャラクタＢの提供を受けた履歴がある状態で、携帯端末２００がポスター
Ｃを撮像すると、サーバ装置１００は、ＡＲコンテンツとしてキャラクタＡ、キャラクタ
Ｂ及びキャラクタＣを携帯端末２００に提供する。
【００９３】
　そしてサーバ装置１００は、ＡＲコンテンツとしてキャラクタＡ、キャラクタＢ及びキ
ャラクタＣを携帯端末２００に提供する際に、キャラクタＡ、キャラクタＢ及びキャラク
タＣは全員同じ県の出身であるので、その県に関する特別なコンテンツや、ボーナスポイ
ントを携帯端末２００に提供し得る。
【００９４】
　図１９及び図２０は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を
示す説明図である。図１９及び図２０は、ポスターＣであるトリガＴＲ３を初めて携帯端
末２００が撮像した場合に携帯端末２００に表示される画面を、時系列で表した図が示さ
れている。なお以下の説明では、図１９及び図２０のように携帯端末２００がポスターＣ
であるトリガＴＲ３を撮像する前に、図１８に示したように携帯端末２００がポスターＡ
及びポスターＢを撮像し、サーバ装置１００からコンテンツの提供を受けているものとす
る。
【００９５】
　携帯端末２００は、サーバ装置１００からコンテンツを得るために、撮像部２０２でト
リガＴＲ３を撮像する。図１９には、撮像部２０２で撮像された画像がリアルタイムで表
示部２１２に表示されている様子が示されている。撮像部２０２で撮像された画像はサー
バ装置１００に送られ、サーバ装置１００でトリガの認識が行われる。サーバ装置１００
は、携帯端末２００がトリガＴＲ３を撮像したことを認識すると、トリガＴＲ３に対応す
るＡＲコンテンツ及びＥＣＧコンテンツ、並びに携帯端末２００のユーザのポイント情報
を、携帯端末２００に提供する。
【００９６】
　またサーバ装置１００は、トリガＴＲ３に対応するこれらコンテンツ等の提供に加え、
携帯端末２００へのコンテンツの提供履歴から、ＡＲコンテンツとしてキャラクタＡ及び
キャラクタＢを提供する。図２０には、ＡＲコンテンツとしてキャラクタＡに対応するＡ
ＲコンテンツＡＲ１、キャラクタＢに対応するＡＲコンテンツＡＲ２及びキャラクタＣに
対応するＡＲコンテンツＡＲ３が表示部２１２に表示されている状態が図示されている。
【００９７】
　またキャラクタＡ、キャラクタＢ及びキャラクタＣは全員同じ県の出身であるので、サ
ーバ装置１００は、その県に関する特別なコンテンツや、ボーナスポイントを携帯端末２
００に提供する。図２０には、キャラクタＡ、キャラクタＢ及びキャラクタＣの出身県に
関するＥＣＧコンテンツＥＣＧ３、及びキャラクタＡ、キャラクタＢ及びキャラクタＣを
集めたことによるボーナスポイントが付与されたことがポイント情報２２４として表示部
２１２に表示されている状態が図示されている。
【００９８】
　また図２０には、同じ県出身のキャラクタを３人集めたことにより、サーバ装置１００
からボーナスポイントが提供されたことを示すボーナスポイント情報２２５が表示部２１
２に表示されている状態が図示されている。
【００９９】
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　このように、トリガにキャラクタの特徴という連動性を持たせることで、サーバ装置１
００は、携帯端末２００でのトリガの撮像に応じて携帯端末２００に提供するコンテンツ
に変化を持たせることができる。特に、図１９及び図２０に示したように、特定の条件を
満たすＡＲコンテンツの取得によって特典を提供することで、サーバ装置１００は携帯端
末２００のユーザに対し、トリガを撮像するモチベーションを上昇させることができると
いう効果が大いに期待できる。
【０１００】
　キャラクタの特徴によるトリガの連動については様々なパターンが考えられる。例えば
、ＡＲコンテンツとしてそれぞれ異なるキャラクタに対応する１０枚のポスターの内、携
帯端末２００が特定の５枚を撮像すると、サーバ装置１００は携帯端末２００に特典を提
供するように動作し得る。サーバ装置１００は、携帯端末２００が１０枚全てのポスター
を撮像しなければ特典を提供しないように動作することもできるが、ユーザに全てのポス
ターを撮像させるというのは、ユーザにトリガを撮像するモチベーションを低下させるこ
とにも繋がりかねない。従ってサーバ装置１００は、携帯端末２００が１０枚全てのポス
ターを撮像しなくとも、携帯端末２００の特典を提供するよう動作し得る。キャラクタの
特徴によるトリガの連動については、他にも、同一グループに所属する人物、同じ作品に
登場するキャラクタ、同じ動物をモチーフとしたキャラクタ、同じ年齢の人物、などの様
々なパターンが提供され得る。
【０１０１】
　図２１は、複数のトリガ間で連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図２１に
は、トリガとしてポスターＡ、Ｂが図示されている。携帯端末２００がポスターＡを撮像
すると、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡを提供
し、ポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとし
てキャラクタＢを提供する。
【０１０２】
　また図２１には、携帯端末２００がポスターＡを撮像すると、サーバ装置１００は、ポ
スターＡとは別のトリガであるポスターＢの情報をＥＣＧコンテンツとして提供する様子
が図示されている。このようにサーバ装置１００は、携帯端末２００によるトリガの撮像
に応じて提供するコンテンツに、別のトリガに関する情報を含めて提供することが出来る
。なおサーバ装置１００は、位置情報取得部２０６が取得した情報を用いて、携帯端末２
００によるトリガの撮像位置を得ることが出来る。
【０１０３】
　また図２１には、ポスターＡを撮像してポスターＢの情報を取得した携帯端末２００が
、ポスターＢを撮像すると、サーバ装置１００がボーナスポイントを加算する様子が図示
されている。ここでのボーナスポイントは、例えばポスターＡの掲示場所とポスターＢの
掲示場所との間の距離に応じたものであり得る。つまりサーバ装置１００は、ポスターＡ
の掲示場所とポスターＢの掲示場所との間の距離が長ければ長いほど多くのボーナスポイ
ントを携帯端末２００に提供し得る。
【０１０４】
　ポスターＡを撮像してポスターＢの情報を取得した携帯端末２００がポスターＢを撮像
すると、サーバ装置１００は、その携帯端末２００を使用するユーザの情報を、ポスター
Ｂに対応するトリガや、ＡＲシステムと連携する他のサービスに記録してもよい。そして
サーバ装置１００は、同じようにポスターＡを撮像してからポスターＢを撮像したユーザ
の情報を携帯端末２００に提供し得る。
【０１０５】
　図２２は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図
である。携帯端末２００がトリガＴＲ１を撮像すると、サーバ装置１００は、トリガＴＲ
１に対応するＡＲコンテンツＡＲ１と、トリガＴＲ１に対応するＥＣＧコンテンツＥＣＧ
１を携帯端末２００に提供する。図２２に示した例では、サーバ装置１００は、トリガＴ
Ｒ１に対応するＥＣＧコンテンツＥＣＧ１として、トリガＴＲ１とは別のトリガであるポ
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スターＢの情報（掲示場所や掲示期間等）を提供する。
【０１０６】
　携帯端末２００のユーザが、操作部２１０を操作して表示部２１２に表示されたポスタ
ーＢの情報を選択すると、図２２に示したように、携帯端末２００はポスターＢに関する
詳細情報２２６を表示部２１２に表示する。携帯端末２００のユーザは、表示部２１２に
表示されたポスターＢに関する詳細情報２２６を閲覧することで、携帯端末２００を持っ
てポスターＢの掲示場所に移動することが出来る。
【０１０７】
　そして携帯端末２００のユーザがポスターＢの掲示場所まで移動し、携帯端末２００で
ポスターＢを撮像する。するとサーバ装置１００は、ポスターＢに対応するＡＲコンテン
ツに加えてポスターＡに対応するＡＲコンテンツを携帯端末２００に提供する。またサー
バ装置１００は、携帯端末２００がポスターＡ及びポスターＢを撮像したことに伴って、
特別なコンテンツを含んだＥＣＧコンテンツを提供する。またサーバ装置１００は、携帯
端末２００がポスターＡ及びポスターＢを撮像したことに伴って、ボーナスポイントを付
与する。
【０１０８】
　図２２に示したように、携帯端末２００の表示部２１２には、特別なコンテンツを含ん
だＥＣＧコンテンツＥＣＧ２と、ボーナスポイントが付与されたポイント情報２２４と、
サーバ装置１００からボーナスポイントが提供されたことを示すボーナスポイント情報２
２５とが表示される。また図２２に示したように、携帯端末２００の表示部２１２には、
同じようにポスターＡを撮像してからポスターＢを撮像したユーザの情報を示すユーザ情
報２２７が表示される。
【０１０９】
　このように、トリガに連動性を持たせることで、サーバ装置１００は、携帯端末２００
でのトリガの撮像に応じて携帯端末２００に提供するコンテンツに変化を持たせることが
できる。特に、図２２に示したように、場所の移動を伴ったＡＲコンテンツの取得によっ
て特典を提供することで、サーバ装置１００は携帯端末２００のユーザに対し、トリガを
撮像するモチベーションを上昇させることができるという効果が大いに期待できる。
【０１１０】
　ここまでは、異なるトリガに連動性を持たせた場合を例示したが、同一のトリガに連動
性を持たせるようにしても良い。例えば、同じポスターであっても、撮像場所や撮像時間
、また撮像回数に応じて、サーバ装置１００は携帯端末２００に対して異なるコンテンツ
を提供するよう動作し得る。
【０１１１】
　図２３は、同一のトリガで連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図２３には
、トリガとしてポスターＡが図示されている。携帯端末２００がポスターＡを撮像すると
、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡを提供すると
する。
【０１１２】
　そして図２３には、ポスターＡが異なる場所で掲示されており、異なる場所で掲示され
ているポスターＡを携帯端末２００が撮像する度に、サーバ装置１００は携帯端末２００
に特典を追加して提供する様子が図示されている。このように、同じトリガであっても、
撮像場所や撮像回数に応じて携帯端末２００に特典を追加して提供することで、サーバ装
置１００は携帯端末２００のユーザに対し、トリガを撮像するモチベーションを上昇させ
ることができるという効果が大いに期待できる。
【０１１３】
　図２４は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図
である。携帯端末２００がポスターＡであるトリガＴＲ１を撮像すると、サーバ装置１０
０は、トリガＴＲ１に対応するＡＲコンテンツＡＲ１と、トリガＴＲ１に対応するＥＣＧ
コンテンツＥＣＧ１を携帯端末２００に提供する。
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【０１１４】
　携帯端末２００のユーザは、異なる場所で再びポスターＡを発見したので、携帯端末２
００を用いてポスターＡであるトリガＴＲ１を撮像する。サーバ装置１００は、携帯端末
２００による２度目のトリガＴＲ１の撮像であることをログ管理データベース１１６から
取得し、携帯端末２００に特典を追加してコンテンツを提供する。図２４には、特典とし
てアイテムＩＴ１が付加されたＡＲコンテンツＡＲ１が、サーバ装置１００から携帯端末
２００に提供された状態が示されている。また図２４には、特典として、特別な情報やボ
ーナスポイントが、サーバ装置１００から携帯端末２００に提供された状態が示されてい
る。
 
【０１１５】
　携帯端末２００のユーザは、異なる場所で三度ポスターＡを発見したので、携帯端末２
００を用いてポスターＡであるトリガＴＲ１を撮像する。サーバ装置１００は、携帯端末
２００による３度目のトリガＴＲ１の撮像であることをログ管理データベース１１６から
取得し、携帯端末２００に特典を追加してコンテンツを提供する。図２４には、特典とし
てアイテムＩＴ１及びアイテムＩＴ２が付加されたＡＲコンテンツＡＲ１が、サーバ装置
１００から携帯端末２００に提供された状態が示されている。また図２４には、特典とし
て、さらに特別な情報やボーナスポイントが、サーバ装置１００から携帯端末２００に提
供された状態が示されている。
 
【０１１６】
　このように、同一のトリガを複数回利用することで、携帯端末２００は、リッチ化され
たＡＲコンテンツの取得、ボーナスポイントの獲得、特別なＥＣＧコンテンツの取得が可
能になる。なお、同一のトリガを利用する場合に、サーバ装置１００はトリガの利用判定
に条件を付加してもよい。例えばサーバ装置１００は、トリガの撮像によるコンテンツの
提供は、場所を問わず１日１回までに制限してもよく、同一場所でのトリガの撮像は最初
の１回のみをカウントするようにしてもよい。
【０１１７】
　図２２に示したのは、他のトリガの情報として別のポスターの情報をサーバ装置１００
が提供した場合の例であるが、本開示は係る例に限定されない。例えばサーバ装置１００
は、他のトリガの情報として、携帯端末２００が撮像したものとは異なる種類のトリガを
提供しても良い。より具体的には、例えば、携帯端末２００がポスターを撮像すると、サ
ーバ装置１００は、他のトリガの情報として、そのポスターに関係する商品の情報をＥＣ
Ｇコンテンツとして携帯端末２００に提供しても良い。
【０１１８】
　図２５は、異なる種類のトリガで連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図２
５には、トリガとしてポスターＡが図示されている。携帯端末２００がポスターＡを撮像
すると、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡを提供
するとする。また携帯端末２００がポスターＡを撮像すると、サーバ装置１００は、ポス
ターＡに関係する商品Ｘの情報を携帯端末２００に提供する。サーバ装置１００は、商品
Ｘの情報を携帯端末２００に提供する際に、その商品Ｘが購入できる店の情報や、その商
品Ｘは安く購入できるクーポンを、併せて携帯端末２００に提供してもよい。
【０１１９】
　ポスターＡと商品Ｘとの関係性は様々なパターンが考えられ得る。例えば、ポスターＡ
は商品Ｘが販売されている地域やお店のものであってもよく、ポスターＡは商品Ｘそのも
のの広告であってもよい。またサーバ装置１００は、特定のエリア内でポスターＡを撮像
した場合に限って、商品Ｘの情報を携帯端末２００に提供してもよい。
【０１２０】
　そして携帯端末２００のユーザが実際に商品Ｘを購入して、商品Ｘを携帯端末２００で
撮像すると、サーバ装置１００は、携帯端末２００にＡＲコンテンツとして商品Ｘに関係
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するキャラクタＸを提供する。またサーバ装置１００は、ポスターＡ及び商品Ｘの撮像に
伴って、特別なＥＣＧコンテンツやボーナスポイントを携帯端末２００に提供してもよい
。
【０１２１】
　このように、他のトリガの情報として、ポスターに関係する商品の情報をＥＣＧコンテ
ンツとして携帯端末２００に提供することで、サーバ装置１００は携帯端末２００のユー
ザに対し、商品の購入及び商品の撮像のモチベーションを向上させる効果が大いに期待で
きる。
【０１２２】
　図２６は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図
である。携帯端末２００がポスターＡであるトリガＴＲ１を撮像すると、サーバ装置１０
０は、トリガＴＲ１に対応するＡＲコンテンツＡＲ１と、トリガＴＲ１に対応するＥＣＧ
コンテンツＥＣＧ１を携帯端末２００に提供する。またサーバ装置１００は、ＥＣＧコン
テンツＥＣＧ１に、ポスターＡに関係する商品Ｘの情報を含めて携帯端末２００に提供す
る。
【０１２３】
　携帯端末２００のユーザが、操作部２１０を操作して表示部２１２に表示された商品Ｘ
の情報を選択すると、図２６に示したように、携帯端末２００は商品Ｘに関する詳細情報
２２６を表示部２１２に表示する。携帯端末２００のユーザは、表示部２１２に表示され
た商品Ｘに関する詳細情報２２６を閲覧することで、携帯端末２００を持って商品Ｘが購
入できる場所に移動することが出来る。
【０１２４】
　図２６には、商品Ｘに関する詳細情報２２６として、商品Ｘを購入して商品Ｘのラベル
を撮像すると特別な動画を見ることが出来る旨と、商品Ｘを特定の店舗で購入すると２０
％安く購入できる旨が記されていることが図示されている。
【０１２５】
　そして携帯端末２００のユーザが商品Ｘを購入して、携帯端末２００で商品Ｘのラベル
であるトリガＴＲ４を撮像すると、サーバ装置１００は、商品Ｘに対応するＡＲコンテン
ツＡＲ４を携帯端末２００に提供する。またサーバ装置１００は、トリガＴＲ１とトリガ
ＴＲ４とが撮像されたことに伴い、特別なコンテンツが含まれたＥＣＧコンテンツＥＣＧ
４を携帯端末２００に提供する。またサーバ装置１００は、トリガＴＲ１とトリガＴＲ４
とが撮像されたことに伴いボーナスポイントを携帯端末２００に付与する。表示部２１２
には、ボーナスポイントが付加されたことを示すポイント情報２２４が表示されている。
【０１２６】
　図２５及び図２６に示した例は、携帯端末２００がポスターＡを撮像してから商品Ｘを
撮像するパターンであるが、携帯端末２００が商品Ｘを撮像してからポスターＡを撮像し
た場合にも、サーバ装置１００は同様に携帯端末２００に特典を付与してコンテンツを提
供しても良い。
【０１２７】
　このようにサーバ装置１００は、ポスターと商品とに連動性を持たせることが出来るが
、本開示は係る例に限定されない。例えば、携帯端末２００がポスターを撮像すると、サ
ーバ装置１００は、他のトリガの情報として、そのポスターに関係するゲームカードの情
報をＥＣＧコンテンツとして携帯端末２００に提供しても良い。
【０１２８】
　図２７は、異なる種類のトリガで連動性を持たせた場合の例を示す説明図である。図２
７には、トリガとしてポスターＡが図示されている。携帯端末２００がポスターＡを撮像
すると、サーバ装置１００は携帯端末２００にＡＲコンテンツとしてキャラクタＡを提供
するとする。また携帯端末２００がポスターＡを撮像すると、サーバ装置１００は、ポス
ターＡに関係するゲームカードＺの情報をＥＣＧコンテンツとして携帯端末２００に提供
する。携帯端末２００がゲームカードＺを撮像すると、ゲームカードＺの撮像画像がトリ
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ガ情報としてサーバ装置１００で用いられ得る。
【０１２９】
　携帯端末２００は、ポスターＡを撮像し、ゲームカードＺの情報をサーバ装置１００か
ら取得することで、そのゲームカードＺを携帯端末２００で撮像した際に、アイテムが装
備されていたり、姿が変化していたりする等によってゲームカードＺのキャラクタを強化
させることが出来る。なおサーバ装置１００は、特定のエリア内でポスターＡを撮像した
場合に限って、ゲームカードＺの情報を携帯端末２００に提供してもよい。
【０１３０】
　図２８は、サーバ装置１００による携帯端末２００へのコンテンツ提供例を示す説明図
である。携帯端末２００がポスターＡであるトリガＴＲ１を撮像すると、サーバ装置１０
０は、トリガＴＲ１に対応するＡＲコンテンツＡＲ１と、トリガＴＲ１に対応するＥＣＧ
コンテンツＥＣＧ１を携帯端末２００に提供する。図２８には、ＡＲコンテンツＡＲ１と
して、ゲームカードのキャラクタが装備できる剣が示されている。またサーバ装置１００
は、ＥＣＧコンテンツＥＣＧ１に、ポスターＡに関係するゲームカードＺの情報を含めて
携帯端末２００に提供する。
【０１３１】
　携帯端末２００のユーザが、操作部２１０を操作して表示部２１２に表示されたゲーム
カードＺの情報を選択すると、図２８に示したように、携帯端末２００はゲームカードＺ
に関する詳細情報２２６を表示部２１２に表示する。
【０１３２】
　図２８には、ゲームカードＺに関する詳細情報２２６として、ゲームカードＺのキャラ
クタにポスターＡの撮像によってサーバ装置１００から取得した剣（ＡＲコンテンツＡＲ
１）を装備させると、ゲームカードＺのキャラクタが強くなる旨が記されていることが図
示されている。
【０１３３】
　そして携帯端末２００のユーザがゲームカードＺを入手し、携帯端末２００でゲームカ
ードＺであるトリガＴＲ５を撮像すると、サーバ装置１００は、ゲームカードＺに対応す
るＡＲコンテンツＡＲ５を携帯端末２００に提供する。この際、サーバ装置１００は、ト
リガＴＲ１とトリガＴＲ５とが撮像されたことに伴い、剣（ＡＲコンテンツＡＲ１）が装
備されたＡＲコンテンツＡＲ５を携帯端末２００に提供する。
【０１３４】
　またサーバ装置１００は、トリガＴＲ１とトリガＴＲ５とが撮像されたことに伴い、特
別なコンテンツが含まれたＥＣＧコンテンツＥＣＧ５を携帯端末２００に提供する。図２
８には、特別なコンテンツとして限定武器の情報が提供されたことが示されている。また
サーバ装置１００は、トリガＴＲ１とトリガＴＲ５とが撮像されたことに伴いボーナスポ
イントを携帯端末２００に付与する。表示部２１２には、ボーナスポイントが付加された
ことを示すポイント情報２２４が表示されている。
【０１３５】
　このように、他のトリガの情報として、ポスターに関係するゲームカードの情報をＥＣ
Ｇコンテンツとして携帯端末２００に提供することで、サーバ装置１００は携帯端末２０
０のユーザに対し、ゲームカードの購入及びゲームカードの撮像のモチベーションを向上
させる効果が大いに期待できる。
【０１３６】
　上述したように同一の又は異なるトリガに連動性を持たせた場合に、サーバ装置１００
は、最初のトリガの撮像から所定の時間内に次のトリガを撮像しないと、連動による効果
が発揮されないようにしても良い。この所定の時間は、相対的な時間であってもよく、絶
対体な時間であっても良い。最初のトリガの撮像から所定の時間が経過してから次のトリ
ガの撮像が行われた場合は、サーバ装置１００は、そのトリガの撮像は連動による効果が
発揮されずに、そのトリガが単体で撮像されたのと同じ効果を提供しても良い。
【０１３７】
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　また、上述したように同一の又は異なるトリガに連動性を持たせた場合に、サーバ装置
１００は、携帯端末２００でのトリガの撮像順によって異なる効果を携帯端末２００に提
供しても良い。例えば、あるユーザがポスターＡ→ポスターＢ→ポスターＣの順に撮像し
、別のユーザがポスターＥ→ポスターＤ→ポスターＣの順に撮像した場合に、サーバ装置
１００は、撮像順によってそれぞれ異なるＡＲコンテンツが表示されるように動作し得る
。
【０１３８】
　ここまでの説明で参照した図面に示されている画面は一例に過ぎないことは言うまでも
ないことであり、本開示においては、アプリケーションで用意される画面は、ここまでの
説明で参照した図面に示されているものに限定されるものではない。アプリケーションで
用意される画面は、本開示の技術的思想を逸脱しない範囲において変更されることが許容
されることは言うまでも無く、また本開示の技術的思想を逸脱しない範囲であれば、その
ように変更されたものも本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１３９】
　上記実施形態では、サーバ装置１００と携帯端末２００との間のデータのやり取りによ
って、ＡＲコンテンツ及びＥＣＧコンテンツの取得が制御されていたが、本開示は係る例
に限定されない。例えば、上述の説明におけるサーバ装置１００の構成が携帯端末２００
に備えられていても良い。
【０１４０】
　上記実施形態では、サーバ装置１００から携帯端末２００へＡＲコンテンツ及びＥＣＧ
コンテンツを提供する際に、サーバ装置１００は、携帯端末２００で撮像されたトリガに
基づいて、提供するコンテンツを決定していたが、本開示は係る例に限定されない。例え
ば、サーバ装置１００は、携帯端末２００で撮像されたトリガに基づいて携帯端末２００
に提供するＡＲコンテンツを決定し、さらに、決定したＡＲコンテンツの内容に基づいて
携帯端末２００に提供するＥＣＧコンテンツを決定しても良い。
【０１４１】
　＜２．まとめ＞
　以上説明したように本開示の一実施形態によれば、携帯端末２００において撮像画像が
撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び携帯端末２００で撮像され
るトリガ情報に対応した、ＡＲコンテンツ情報が含まれるコンテンツを携帯端末２００に
提供することが出来るサーバ装置１００が提供される。
【０１４２】
　本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００は、携帯端末２００からトリガ情報を取得
すると、そのトリガ情報に対応したＡＲコンテンツを携帯端末２００に提供する。このＡ
Ｒコンテンツの提供の際に、過去に関連するＡＲコンテンツを提供したかどうか、また過
去にどのようなＥＣＧコンテンツが携帯端末２００で選択されていたかに応じ、サーバ装
置１００は、提供するＡＲコンテンツを変化させる。
【０１４３】
　本開示の一実施形態に係るサーバ装置１００は、このようにコンテンツの提供を制御す
ることで、携帯端末２００で同じトリガ（マーカー）が撮像されても、過去のコンテンツ
の選択状況や提供状況に応じて異なるＡＲコンテンツが提供できる。過去のコンテンツの
選択状況や提供状況に応じて異なるＡＲコンテンツが提供されることで、携帯端末２００
のユーザは、ＡＲアプリケーションの利用を促進するという効果が大いに期待できる。
【０１４４】
　本明細書の各装置が実行する処理における各ステップは、必ずしもシーケンス図または
フローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、各
装置が実行する処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる
順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
【０１４５】
　また、各装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェアを、上述し
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た各装置の構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能であ
る。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されることが可能であ
る。また、機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成するこ
とで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
【０１４６】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示はかかる例に限定されない。本開示の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１４７】
　例えば上記実施形態では、同一の携帯端末２００により複数のトリガを撮像することで
連動トリガの利用が成立する例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、
同一ユーザが異なる携帯端末を使用する場合であっても、サーバ装置１００は、ＡＲアプ
リケーションの利用時にユーザＩＤを入力させるなどして同一のユーザであることを把握
することが出来る。そして同一のユーザであることを把握した場合は、サーバ装置１００
は、異なる携帯端末を使用して複数のトリガが撮像された場合でも、連動トリガの利用が
成立するよう動作し得る。
【０１４８】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている所定のトリガ情報を認識するトリガ認識
部と、
　前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び前記トリ
ガ認識部が認識した前記所定のトリガ情報に対応した、拡張現実情報が含まれるコンテン
ツを取得するコンテンツ取得部と、
を備える、情報処理装置。
（２）
　前記コンテンツ取得部は、前記過去のコンテンツの取得状況として前記所定のトリガ情
報の撮像に基づいて取得されたコンテンツの履歴を用いてコンテンツを取得する、前記（
１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記コンテンツ取得部は、前記所定のトリガ情報の撮像に基づくコンテンツに関連する
コンテンツが既に取得されているか否かに応じて、取得するコンテンツを変化させる、（
２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記コンテンツ取得部は、過去に同一のトリガ情報が撮像されていたか否かに応じて、
取得するコンテンツを変化させる、前記（２）または（３）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記コンテンツ取得部は、同一のトリガ情報の過去の撮像回数に応じて、取得するコン
テンツを変化させる、前記（２）～（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
（６）
　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された時点の状況として前記撮像画像が
撮像された環境に関する情報を用いてコンテンツを取得する、前記（１）～（５）のいず
れかに記載の情報処理装置。
（７）
　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された環境に関する情報として前記撮像
画像が撮像された日時の情報を用いてコンテンツを取得する、前記（６）に記載の情報処
理装置。
（８）
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　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された環境に関する情報として前記撮像
画像が撮像された場所の情報を用いてコンテンツを取得する、前記（６）または（７）に
記載の情報処理装置。
（９）
　前記コンテンツ取得部は、前記撮像画像が撮像された時点の状況として前記撮像画像を
取得したユーザの属性を用いてコンテンツを取得する、前記（１）～（８）のいずれかに
記載の情報処理装置。
（１０）
　撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている所定のトリガ情報を認識するトリガ認識
ステップと、
　前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び前記トリ
ガ認識部が認識した前記所定のトリガ情報に対応した、拡張現実情報が含まれるコンテン
ツを取得するコンテンツ取得ステップと、
を備える、コンテンツ提供方法。
（１１）
　コンピュータに、
　撮像画像を取得し、該撮像画像に含まれている所定のトリガ情報を認識するトリガ認識
ステップと、
　前記撮像画像が撮像された時点の状況又は過去のコンテンツの取得状況、及び前記トリ
ガ認識部が認識した前記所定のトリガ情報に対応した、拡張現実情報が含まれるコンテン
ツを取得するコンテンツ取得ステップと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
【符号の説明】
【０１４９】
　１００　　サーバ装置
　１０２　　トリガ認識部
　１０４　　ＡＲコンテンツ表示制御部
　１０６　　ＡＲコンテンツ情報管理データベース
　１０８　　データ制御部
　１１０　　ＥＣＧ表示制御部
　１１２　　ＥＣＧコンテンツ情報管理データベース
　１１４　　関連付けエンジン部
　１１６　　ログ管理データベース
　１１８　　ポイント管理データベース
　２００　　携帯端末
　２０２　　撮像部
　２０４　　データ通信部
　２０６　　位置情報取得部
　２０８　　表示制御部
　２１０　　操作部
　２１２　　表示部
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